
  ○上天草市病院事業管理者の職務代理者を定める規程 

平成１９年３月２０日病院事業管理規程第８号 

          改正 

             平成２５年４月２２日病院事業管理規程第６号 

             平成２６年４月１日病院事業管理規程第８号 

   上天草市病院事業管理者の職務代理者を定める規程 

 （趣旨） 

第１条 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第１３条第１項に規定す  

 る病院事業管理者（以下「管理者」という。）の職務代理については、この規

程の定めるところによる。 

 （職務代理者） 

第２条 管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、病院事業副管理者（以下

「副管理者」という。）が管理者の職務を代理する。 

２ 管理者及び副管理者にともに事故があるとき、又は欠けたときは、病院長が

管理者の職務を代理する。 

   附 則 

 この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年４月２２日病院事業管理規程第６号） 

 この規程は、平成２５年５月１日から施行する。 

   附 則（平成２６年４月１日病院事業管理規程第８号） 

 この規程は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

 


